
五城目町空き家解体撤去費補助金交付要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある

空き家の所有者等が、自ら当該空き家の解体及び撤去を実施する場合にその費

用の一部を補助し、危険空き家等の解体を促進することを目的として五城目町

空き家解体撤去費補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し必

要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

（１）空き家  五城目町空き家台帳に登載されている空き家。 

（２）所有者等 所有者、占有者、相続人、相続放棄人、財産管理人その他の

空き家を管理すべき者。 

 

（補助対象空き家） 

第３条 この要綱の規定により補助金交付の対象となる空き家（以下「補助対象

空き家」という。）は、次の各項のいずれかに該当するものとする。ただし、

町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

 （１）町が空き家の立入調査を実施し、放置すれば倒壊等、著しく保安上危険

と認め、五城目町空き家等の適正管理に関する条例（平成２６年五城目町

条例第９号。）第９条に規定する、助言又は指導の必要があると認められ

る空き家 

（２）個人が所有するもの 

２ 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第１４

条第３項の規定に基づく勧告を受けていない空き家で次の各号のいずれにも該

当するものとする。 

（１）公共事業等の補償の対象となっていない空き家 

（２）昭和５６年５月３１日以前に建築された一戸建ての住宅（店舗併用住宅に

あっては、住宅部分の床面積が延べ床面積の１/２以上の住宅に限る。） 

（３）１年以上居住その他使用がなされていないことが常態である空き家 

（４）過去５年間に町の補助金の交付を受けたことがない空き家 

（５）補助対象空き家を解体、撤去又は処分することに関し、全ての所有者等の

同意を得ていること（所有者等が複数いる場合に限る。） 

（６）補助対象空き家を解体することに関し、全ての当該補助対象空き家につい

て所有権以外の権利を設定している者（以下「権利者」という。）の同意を得



ていること（権利者がいる場合に限る。） 

（７）個人が所有するもの 

 

 （補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）

は、補助対象空き家の解体及び撤去のための工事（以下「解体撤去工事」とい

う。）を実施しようとする者であって、次の各号のいずれかに該当するものと

する。 

 （１）登記事項証明書（未登記の場合は固定資産台帳又は固定資産納税通知書） 

に記載されている者 

 （２）前号に規定する者の相続人 

 （３）前２号に掲げるもののほか、空き家を管理するに相当すると町長が認め 

   る者 

２ 補助対象者は、次の各号すべての要件を満たすものとする。 

 （１）町税を滞納していないこと。 

 （２）補助対象者又は世帯員が、過去に本制度により補助金を受けたことがな

いこと。 

 （３）抵当権を設定している場合は、抵当権設定者や権利者から同意を得てい

ること。 

 （４）建て替え目的による解体工事ではないこと 

（５）解体後に敷地内が１年以上更地になること 

（６）補助を受ける目的で故意に破損させたものではないこと 

（７）この制度以外の国や地方公共団体の補助を受けていないこと 

３ 前項の規定にかかわらず、補助対象空き家が複数人の共有である場合は、当

該共有者全員から補助対象空き家の解体撤去工事についての同意を得るものと

する。 

 

（補助対象工事） 

第５条 補助金の交付対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、次

の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１）補助対象空き家の全部を解体撤去すること。 

（２）解体撤去を行う資格のある業者が施工すること。 

（３）他の補助制度により補助金の交付を受けない解体撤去工事であること。 

（４）補助金の交付の決定後に着手し、交付申請をした日の属する年度の３月

３１日までに完了することができる解体撤去工事であること。 

 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は次の



各号のいずれかに該当するものとする。 

 （１）解体撤去工事の工事費 

 （２）解体撤去工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費 

 （３）周囲への安全を確保する上で、解体撤去工事及び廃材等の処分に付随し

て行うことが適当であると認められる経費 

 

 （補助金の額） 

第７条 補助金の額は、補助対象経費（消費税及び地方消費税を除く。）に相当

する額の１／２（１，０００円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切

り捨てた額）とし、１５万円を限度とする。ただし、第３条第１項に該当

する空き家については、３０万円を限度とする。 

 

 （交付申請） 

第８条 交付申請をしようとする補助対象者（以下「補助申請者」という。）は、

補助対象工事の実施前に五城目町空き家解体撤去費補助金交付申請書（様

式第１号。以下「申請書」という。）に次に掲げる関係書類を添付し、町

長に提出しなければならない。 

 （１）位置図 

 （２）現況写真 

 （３）工程表 

 （４）工事見積書 

 （５）委任状（補助申請者が交付申請の手続きを他の者に委任する場合に限る。） 

 （６）町税に滞納がないことの証明書 

 （７）第４条第３項に該当する場合は、紛争等に関する誓約書（様式第２号） 

（８）固定資産税課税台帳記載事項の証明書又は建築年月日及び所有者が確認

できる書類 

 （９）前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

２ 補助金の交付は、補助対象者１人につき１回までとする。 

 

 （交付決定） 

第９条 町長は、申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査の上、当

該交付申請が到着した日から３０日以内に交付の可否を決定し、五城目町空

き家解体撤去費補助金交付決定（却下）通知書（様式第３号）により補助申

請者に通知するものとする。 

２ 町長は、前項の規定による交付決定に当たり、前年度同項の規定による不交

付決定を受けた者が当該不交付決定の対象となった補助対象空き家を対象と

して補助金の交付を再度申請したときは、当該申請者を優先的に補助金を交付

すべき者として取り扱うことができる。 



３ 町長は、第１項の規定による交付決定に当たり、補助金の交付の目的を達成

するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。 

 

 （申請内容の変更） 

第１０条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、交

付申請の内容を変更しようとするときは、速やかに当該変更の内容を示す書類

を町長に提出しなければならない。 

 

 （中止の承認） 

第１１条 補助事業者は、やむを得ない理由により補助対象工事を中止しようと

するときは、速やかに五城目町空き家解体撤去費補助金中止承認申請書（様式

第４号）を提出し、町長の承認を得なければならない。 

２ 町長は、前項の補助金中止承認申請書の提出を受け、これを承認した場合は、

補助金の交付を取り消すものとする。 

 

 （実績報告書） 

第１２条 補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに五城目町空

き家解体撤去費補助金実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添付し、

町長に提出しなければならない。 

 （１）工事請負契約書若しくは工事明細書の写し 

 （２）請求書若しくは領収書の写し 

 （３）解体撤去工事完了後の写真 

 （４）前３号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

 

 （交付額の確定等） 

第１３条 町長は、前条に規定する実績報告書を受けたときは、速やかにその内

容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、五城目町空き家解体撤去費補

助金交付額確定通知書（様式第６号）により補助事業者に通知するものとする。 

 

（交付請求） 

第１４条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、五城目町

空き家解体撤去費補助金交付請求書（様式第７号）を町長に提出しなければな

らない。 

２ 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求があった日から３

０日以内に補助金を交付するものとする。 

 

（交付決定の取り消し等） 

第１５条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、



又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還

を命ずるものとする。 

 

（調査等） 

第１６条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期する必要があると認める

ときは、補助事業者に必要な事項について報告させ、又は担当職員に帳簿書類

その他の物件を調査させることができる。 

 

（委任） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

    附 則 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 


